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資料
し り ょ う

編
へん

 

 

１  甲賀市
こ う か し

障害者
し ょ う がいしゃ

施策
し さ く

推進
すいし ん

協
きょ う

議会
ぎ か い

条例
じ ょ う れい

 
平成２ １ 年３ 月２ ７ 日 

条例第３ ８ 号 
改正 平成２ ３ 年６ 月２ ０ 日条例第１ ９ 号 

平成２ ５ 年３ 月１ ３ 日条例第７ 号 
平成２ ５ 年１ ２ 月１ ８ 日条例第３ ６ 号 

（ 設置）  
第１ 条 障害者基本法（ 昭和４ ５ 年法律第８ ４ 号） 第３ ６ 条第４ 項の規定に基づき、 障害者に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、甲賀市障害者施策推進協議会（ 以下「 協議会」 という 。） を

置く 。  
（ 所掌事項）  

第２ 条 協議会は、 次に掲げる事項について調査及び審議をする。  
（ １ ）  障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項 
（ ２ ）  障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項 
（ ３ ）  前２ 号に掲げるもののほか、 障害者に関する施策について必要な事項 
（ 組織）  

第３ 条 協議会は、 委員１ ０ 人以内で組織する。  
２  委員は、 次に掲げる者のう ちから市長が委嘱する。  

（ １ ）  学識経験を有する者 
（ ２ ）  障害者団体の代表者 
（ ３ ）  福祉事業の従事者 
（ ４ ）  関係行政機関の職員 
（ ５ ）  その他市長が適当と認める者 

３  委員の任期は、 ２ 年と する。 ただし 、 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、 前任者の残

任期間とする。  
４  委員は、 再任されること ができる。  

（ 会長及び副会長）  
第４ 条 協議会に会長及び副会長を置き、 委員の互選によって定める。  
２  会長は、 会務を総理し 、 協議会を代表する。  
３  副会長は、会長を補佐し 、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  

（ 会議）  
第５ 条 協議会の会議（ 以下「 会議」 という 。） は、 会長が招集し、 会議の議長となる。  
２  会議は、 委員の過半数が出席しなければ開く ことができない。  
３  会議の議事は、 出席し た委員の過半数をもって決し 、 可否同数のときは、 議長の決するところによ

る。  

資料編
しり ょ う へん
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（ 庶務）  
第６ 条 協議会の庶務は、 健康福祉部において処理する。  

（ 委任）  
第７ 条 この条例に定めるもののほか、 協議会に関し必要な事項は、 会長が協議会に諮って定める。  

付 則 
（ 施行期日）  

１  この条例は、 平成２ １ 年４ 月１ 日から施行する。  
（ 経過措置）  

２  この条例の施行後、最初に行われる協議会は、第５ 条第１ 項の規定にかかわらず、市長が招集する。  
付 則（ 平成２ ３ 年条例第１ ９ 号）  

この条例は、 公布の日から施行する。  
付 則（ 平成２ ５ 年条例第７ 号）  

この条例は、 公布の日から施行する。  
付 則（ 平成２ ５ 年条例第３ ６ 号）  

この条例は、 平成２ ６ 年４ 月１ 日から施行する。  
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２  甲賀市
こ う か し

障害者
し ょ う がいし ゃ

施策
し さ く

推進
すいしん

協
きょ う

議会
ぎ か い

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 
（ 敬称略）  

氏名 所属・ 役職名 

◎ 黒田 学 立命館大学産業社会学部 教授 

〇 金子 秀明 社会福祉法人さわらび福祉会 理事長 

嘉瀨 英紀 滋賀県立三雲養護学校 校長 

岩田 孝之 甲賀市身体障害者更生会 副会長 

菊田 幸世 甲賀市手をつなぐ育成会 

松宮 貴義 
一般社団法人 水口病院 
地域生活支援センターしろやま  所長 

菅沼 敏之 甲賀市・ 湖南市障がい者基幹相談支援センター 所長 

真渓 宏 甲賀健康福祉事務所（ 甲賀保健所）  次長 

岩永 信也 甲賀市企業人権啓発推進協議会 

湯次 耕大 甲賀市社会福祉協議会 部長 

◎： 委員長、 ○： 副委員長（ 順不同）  
 
 
 
 

２  
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３  策定
さ く てい

経緯
け い い

 
 

開催日 主な内容 

アンケート 調査 
実施（ 当事者）  

令和 5年( 2023年)  
2 月～3 月 

１ ． 障害者手帳を所持しているサービス利用者及び福祉 
サービス利用者 

第 1回甲賀市障害者

施策推進協議会 
令和 5年( 2023年)  

7 月 13 日 

１ ． 協議事項  
（ １ ） 計画の進捗状況について  

 （ ２ ） 計画策定方針について  
 （ ３ ） 関係団体ヒアリ ング・ 事業所アンケート の実施に  

ついて  
アンケート 調査 
実施（ 事業所）  

令和 5年( 2023年)  
7 月～8 月 

１ ． 障がいのある人を支援している福祉サービス事業所 

ヒアリ ング調査 
実施 

令和 5年( 2023年)  
8 月 

１ ． 障がい者関係団体 

第 2回甲賀市障害者

施策推進協議会 
令和 5年( 2023年)  

9 月 12 日 

１ ． 協議事項 
 （ １ ） 計画（ 骨子案） について  
 （ ２ ） 協議会で重点的に検討すべきこと について  

第 3回甲賀市障害者

施策推進協議会 
令和 5年( 2023年)  

10 月 24 日 

１ ． 協議事項 
 （ １ ） 計画（ 素案） について  
 （ ２ ） 協議会委員へのアンケート について  

第 4回甲賀市障害者

施策推進協議会 
令和 5年( 2023年)  

11 月 21 日 

１ ． 協議事項 
 （ １ ） 計画（ 案） について  
 （ ２ ） パブリ ッ ク ・ コメ ント の実施及び今後のスケジ  

ュールについて  

パブリ ッ ク ・  
コメ ント 実施 

令和 6年( 2024年)  
1 月 1 日 ～ 

1 月 30 日 

１ ． 周知方法： 市広報紙及び市ホームページ等 
２ ． 公表場所： 障がい福祉課、 各地域市民センタ ー及び市

ホームページ等 
３ ． 意見数： 17 件 

第 5回甲賀市障害者

施策推進協議会 
令和 6年( 2024年)  

2 月 19 日 

１ ． 協議事項 
 （ １ ） 計画（ 最終案） に対する意見・ 修正点について  
 （ ２ ） 計画（ 最終案） について  

 
 
 
 
 

３ 
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４  用語
よ う ご

解説
かいせつ

 
 
あ行 

 医療的ケア  
医療行為として、 医師の指導の下に、 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養やたんの

吸引などの医療的介助行為のこと。  
 
インクルーシブ社会 
障がいの有無や国籍、年齢、性別など様々な背景を持つあらゆる人が排除されることなく 、違

いを認め合い、 共生していく ことを目指す社会のこと 。  
 

か行 

基幹相談支援センター 
地域における相談支援の中核的な役割を担う 機関。総合的あるいは専門的な相談、情報提供、

助言等を行う 。 併せて、 地域の相談支援事業者間の連絡調整や、 関係機関の連携の支援を行う 。 
 
 ＱＯＬ  

生活の質。「 クオリティ ・ オブ・ ライフ（ qual i t y of  l i f e）」 の略。 どれだけ人間らしい生活

や自分らしい生活を送り 、 人生に幸福を見出しているか、 という ことを尺度としてとらえる概

念。  
 
 共生型サービス  

障がい者（ 児） と高齢者が共に利用できる事業所を設置するという 観点から設けられたもの

であり 、 障害福祉サービス事業所が介護保険事業所の指定を、 介護保険事業所が障害福祉サー

ビス事業所の指定を受けやすく するよう 、 障がい福祉、 介護保険のそれぞれの制度に特例を設

け、 相互にサービス利用をしやすく する制度。  
 
 共生社会 

障がいの有無にかかわらず、 誰もが分け隔てられることがなく 、 基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重されるものであるとの理念に基づき、 相互に人格と個性を尊重し合

う 社会のこと 。  
 
 強度行動障がい 

直接的他害（ 噛みつき，頭つき，など） や間接的他害（ 睡眠の乱れ，同一性の保持： 例えば場

所・ プログラム・ 人へのこだわり 、多動、う なり 、飛び出し、器物損壊など） や自傷行為などが、

通常考えられない頻度と形式で出現し 、 その養育環境では著し く 処遇の困難な障がい。  
 
 ケアマネジメ ント  

介護や支援を必要とする人からの相談に応じ 、 心身の状況や本人の意向を踏まえ、 福祉・ 保

健・ 医療などのサービスや社会資源を結びつけるための調整を図り 、総合的、継続的なサービス

提供を確保する仕組み。  
 

４  
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権利擁護 
認知症や知的障がい、 精神障がいなどがある高齢者や障がい者が有する人間としての権利を

守るため、 その擁護者や代弁者が支援すること。  成年後見制度はそのひとつ。  
 
 高次脳機能障がい 

交通事故や脳卒中などで脳が損傷され、記憶能力の障がい、集中力や考える力の障がい、行動

の異常、 言葉の障がいが生じること 。  
 

合理的配慮 
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、 負担になり 過ぎな

い範囲で、 社会的障壁を取り 除く ために必要な配慮を行う ことをいう 。 どのよう な配慮が合理

的配慮に当たるかは個別のケースで異なるが、 例として、「 車いすの人が乗り 物に乗る時に手助

けをすること 、 窓口でその人の障がい特性に応じたコミ ュニケーショ ン手段（ 筆談や読み上げ

など） で対応すること 」 などが挙げられる。  
 
 ここあいパスポート   

こどもの成長についての保護者の記録と、園、学校、支援機関の検査や支援記録を保存しライ

フステージが変わってもこれまでの支援をたどることができるよう にする記録ファイル。  
 

さ行 

 サービス等利用計画  
障害福祉サービスを利用する際に、 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等の利用計

画。 事業者は一定期間ごとにモニタリ ングを行い利用者の心身の状況、 環境、 意向等を勘案し

て、サービスの内容について計画を立てるほか、適切なサービスが確保されるよう 、関係機関と

の連携を行う 。  
 
 社会的障壁 

障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるよう なもの。 例えば、

社会における事物（ 通行、利用しにく い施設・ 設備など）、制度（ 利用しにく い制度など）、慣行

（ 障がいのある人の存在を意識していない習慣や文化など）、観念（ 障がいのある人への偏見な

ど） などが挙げられる。  
 
 社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体。 社会福祉を目的とする事業の企画及び実

施、 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、 社会福祉を目的とする事業に関する

調査、 普及、 宣伝、 連絡、 調整及び助成などを目的とする。  
 
 児童発達支援センター 

心身の発達に課題のあるこどもたちが社会の中で自分らし く 生きていく 力の基礎を培う ため

の支援を提供する施設。  
 
 手話奉仕員 

講座により 手話等を習得し 、 地域の聴覚障がい者と手話で会話ができ、 習得した手話等を活

用して、地域の聴覚障がい者団体の行事への参加や、手話サークル活動への参加等、手話活動を

行う 者。  
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 障害者基本法 

障がいのある人の自立及び社会参加を支援する施策に関する基本理念を定めた法律。 昭和 45
年制定の心身障害者対策基本法を改正して平成 5 年成立。 平成 16 年大幅改正。障がいのある人

に対して障がいを理由として差別することや、 その他の権利利益を侵害する行為をしてはなら

ないと定める。 また、 国や地方自治体に障がいのある人のための施策に関する基本計画の策定

を義務づけている。  
  
 障害者差別解消法 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律。 平成 25 年 6 月に制定（ 平成 28 年 4 月

施行） され、主に、①障がいを理由に不当な差別的取扱いや権利侵害をしてはいけない、②社会

的障壁をとり のぞく ための合理的な配慮を提供すること 、 ③国は差別や権利侵害を防止するた

めの啓発や知識を広めるための取り 組みを行わなければならないことなどを定めている。  
 
 障害者施策推進協議会 

障害者基本法に基づき設置している機関。 障がいのある人に関する施策の総合的かつ計画的

な推進についての必要な事項や関係機関相互の連絡調整を要する事項等について、 調査・ 審議

を行う 。  
 
 障害者自立支援協議会 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 89 条の 3 に基づき、障がい

のある人への支援の体制の整備を図るため設置している機関。関係機関、関係団体、障がいのあ

る人及びその家族、福祉、医療、教育、雇用に関連する職務の従事者、その他関係者により 構成

される。 関係機関等が相互の連絡を図ることにより 、 地域における障がいのある人への支援体

制に関する課題について情報を共有し 、 関係機関等の連携の緊密化を図ると ともに、 地域の実

情に応じた支援体制の整備について協議を行っている。  
 
 障害者総合支援法（ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律）  

障がいのある人が日常生活又は社会生活を営むことができるよう 、 必要な障害福祉サービス

に係る給付、 地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、 もって障がい者及び障がい児の

福祉の増進を図るとともに、 障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心

して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として制定された法律。 障がい者制

度改革推進本部等における検討を踏まえて、 障がい者（ 児） を権利の主体と位置づけた基本理

念を定め、 制度の谷間を埋めるために障がい児については児童福祉法を根拠法に整理しなおす

とともに、難病を対象とするなどの改正を行い、平成 25年 4 月に障害者総合支援法に法律名も

変更されて施行された。  
 
情報アクセシビリ ティ  
情報システムの利用しやすさを表す言葉。 年齢や障がいの有無に関係なく 、 誰でも必要とす

る情報にたどりつけ、 利用できること 。  
 

 身体障害者手帳 
身体障害者福祉法に基づいて認定さ れた身体障がいのある人に都道府県知事が交付する手

帳。 障がいの内容や等級が記される。 これを呈示することで、 各種福祉サービスが受けられる。 
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 精神障害者保健福祉手帳 

平成 7 年に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（ 精神保健福祉法） に規定

された手帳。 障がいの内容や等級が記される。 これを呈示することで、 各種福祉サービスが受

けられる。  
 

 成年後見制度 
認知症、 知的障がい、 精神障がいなどによって判断能力が不十分な人の財産管理や日常生活

の援助を、 代理権や同意権、 取引権が付与された後見人等が行う 仕組み。  
 

た行 

 地域資源 
何らかの活動や施策に資する有形無形を問わない地域の資源のことで、 サービス、 人材、 既

存の活動や組織、 建物、 特有の技術などが含まれる。  
 

 地域生活支援拠点 
障がいのある人の高齢化・ 重度化や「 親なき後」 を見据え、相談、一人暮らしやグループホー

ムの体験、 緊急時の受入れや対応、 専門の人材の確保や養成、 地域の体制づく り 等の機能を備

えた拠点となる施設。  
 

 地域生活支援事業 
障がいのある人が、 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう 、 地域の特性や

利用者の状況に応じ 、 柔軟な形態により事業を効果的・ 効率的に実施する事業。  
  

 地域活動支援センター 
障がいのある人に対し 、 創作的活動又は生産活動の機会の提供、 社会との交流の促進等を行

う 施設。  
 

 地域包括ケアシステム 
ニーズに応じた住宅が提供されることを基本としたう えで、 生活上の安全・ 安心・ 健康を確

保するために、 医療や介護、 予防のみならず、 福祉サービスを含めた様々な生活支援サービス

が日常生活の場（ 日常生活圏域） で適切に提供できるよう な地域での体制のことである。  
 

 特別支援学校 
障がいのある児童・ 生徒に対して、 幼稚園、 小学校、 中学校又は高等学校に準ずる教育を行

い、 併せて学習上又は生活上の自立に必要な知識技能を授けることを目的とする学校。 従来の

盲・ 聾・ 養護学校といった障がい種別にとらわれることなく 教育を行う 学校制度。  
 
 特別支援教育 

障がいのある幼児・ 児童・ 生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り 組みを支援するとい

う 視点に立ち、幼児・ 児童・ 生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し 、その持てる力を高め、生

活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う もの。 平成 19 年

4 月から、学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障がいのある幼児・ 児童・ 生徒

の支援をさらに充実していく こととなった。  
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は行 

 バリ アフリ ー 
障がいのある人のための物理的障壁を取り 除く ことを指しているだけでなく 、 制度的なバリ

アフリ ー、 心理的なバリアフリ ーなど障がいのある人の生活全般における障壁の除去をいう 。  
 

 発達障がい 
自閉症、 アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、 学習障がい、 注意欠陥多動性障が

い、 その他これに類する脳機能の障がいであって、 その症状が通常低年齢において現れるもの

のう ち、 言語の障がい、 協調運動の障がい、 心理的発達の障がい、 行動及び情緒の障がい。  
 

 パブリ ッ ク・ コメ ント  
市の基本的な政策又は制度の策定にあたり 、 原案の段階で、 その趣旨や目的、 内容等を公表

し 、 これらに対する皆さんからのご意見や情報、 専門的知識の提出を受け、 提出されたご意見

等を考慮したう えで政策等の最終決定を行なう もの。  
  

 ピアサポート  
同じよう な立場の人によるサポート 。  
 

 ペアレント ト レーニング 
育てにスト レスや悩みを抱えている親子を支援する方法。  
 

 ペアレント プログラム 
親がこどもの問題行動のパターンや心理を理解・ 分析し 、 適切な対応を取ることによって問

題行動を減らすことができるという 親子の対処プログラム。  
 

 ペアレント メ ンター 
自らも発達障がいのある子育てを経験し 、 かつ相談支援に関する一定のト レーニングを受け

た親。  
 

 包括的相談支援 
身近な圏域において、 地域生活課題に関する相談を分野や属性を問わず包括的に受け止める

支援のこと 。  
 

 法定雇用率 
民間企業、 国、 地方公共団体は、「 障害者の雇用の促進等に関する法律」 に基づき、 それぞれ

決まった割合に相当する数以上の障がいのある人を雇用しなければならないとされており 、 法

定雇用率はその割合のこと 。  
 

ま行 

 民生委員・ 児童委員 
厚生労働大臣の委嘱により 、 3 年の任期で、地域住民の福祉、生活援助活動を行う 委員。民生

委員は、 児童福祉法により 児童委員を兼務する。  
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や行 

 ユニバーサルデザイン  
障がいのある人や高齢者等に使いやすい配慮をするという「 バリ アフリ ー」 の概念を超えて、

障がいのある人や高齢者も含め、 だれもが利用しやすい製品や環境をデザイン（ 考案） するこ

と 。  
 
 要約筆記 

聴覚障がいのある人に、 話の内容を書いて要点を伝える文字通訳。  
 

ら行 

 ライフステージ  
人間の一生における幼年期・ 児童期・ 青年期・ 壮年期・ 老年期などのそれぞれの段階。  

 
 リ ハビリテーショ ン  

障がいのある人などが、 再び社会生活に復帰するための、 総合的な治療的訓練。 身体的な機

能回復訓練、 精神的、 職業的な復帰訓練も含まれる。  
 

 療育 
障がいのあるこどもについて治療、相談・ 指導を行い、その発達能力を育て、自立生活に向か

って育成すること 。 療は医療、 育は養育・ 保育・ 教育を意味する。  
 

 療育手帳 
知的障がいのある人が各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳。 知的障がいのある人

に対して一貫した指導・ 相談を行う と共に、 援護措置を受け易く することを目的としている。

この手帳を取得することによって、障がいの支援区分（ 最重度・ 重度（ Ａ ）、中軽度（ Ｂ ）） に応

じた福祉サービスを利用できるよう になる。  
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５  事業所
じ ぎょ う し ょ

一覧
いちらん

             （ 令和 6 年( 2024 年) 1 月末現在）  

 
 
 
  

５  

名称
所在

地域

居

宅

介

護

重

度

訪

問

介

護

同

行

援

護

行

動

援

護

短

期

入

所
（

児
）

短

期

入

所
（

者
）

福

祉

型

障

害

児

入

所

施

設

医

療

型

障

害

児

入

所

施

設

（

指

定

発

達

支

援

医

療

機

関
）

重

度

障

害

者

等

包

括

支

援

療

養

介

護

生

活

介

護

生

活

介

護
（

基

準

該

当
）

共

同

生

活

援

助

施

設

入

所

支

援

自

立

訓

練
（

機

能

訓

練
）

自

立

訓

練
（

生

活

訓

練
）

1 るり こう 園 土山 ● ● ● ● ● ●

2 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンみなく ち 水口 ● ●

3 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンこう か 甲賀 ● ●

4 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンこう なん 甲南 ● ●

5 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンしがらき 信楽 ● ●

6 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンつちやま 土山 ●

7 ヘルプネッ ト 「 らいふ・ かれっじ 」 水口 ● ● ●

8 訪問介護事業所　 花こころ 水口 ● ●

9 訪問介護ほほえみ 甲賀 ● ● ●

10 エーデルつちやま 土山 ●

11 はとがひらデイサービスセンター 水口 ●

12 障がい者支援施設　 信楽青年寮　 しん 信楽 ● ● ●

13 障がい者支援施設　 信楽青年寮　 らく 信楽 ● ● ●

14 しろやまコミ ュニティ ハウス 水口 ●

15 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 信楽 ● ● ● ●

16 滋賀県立信楽学園 信楽 ● ● ●

17 さわらび作業所 水口

18 第二さわらび作業所 水口 ●

19 サニーサイド 水口

20 ワークショ ッ プ水口 水口

21 ここねっとふれあい農園 水口 ●

22 障がい者通所施設　 かがやき 水口 ●

23 つちやま福祉作業所 土山

24 やまなみ工房 甲南 ●

25 ゆとり あ 甲南

26 コッ カラ 甲南

27 甲賀福祉作業所 甲賀

28 働き教育センター甲賀 甲南

29 ワークセンター紫香楽 信楽 ●

30 信楽く るみ作業所 信楽

31 アイ・ コラボレーショ ンしがらき 信楽

32 ウェ ルメ ント 水口 水口

33 ウェ ルメ ント 水口２ 水口

34 ウェ ルメ ント 水口３ 水口

35 福祉事業所　 春の日 水口

36 共働事業所けいかん 水口

37 サンタローザホーム 水口 ●

38 むく の木ホーム 水口 ●

39 ライフクリ エイト なさか 水口 ●

40 はなみずきホーム 信楽 ●

41 やまつつじホーム 信楽 ●

42 Ｃ ＯＴ Ｔ ＯＮハウス 信楽 ●

43 Ｔ Ａ ＭＢＯ　 Ｓ Ｉ Ｄ Ｅ 信楽 ●

44 あおぞら 信楽 ●

45 あたご荘 信楽 ●

46 浦白荘 信楽 ●

47 北山荘 信楽 ●
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名称
所在

地域

宿

泊

型

自
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行

支

援
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（
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型
）
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支

援
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型
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着
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援

児

童

発

達

支

援

医

療

型

児

童

発

達

支

援

放

課

後

等

デ

イ

サ
ー

ビ

ス

保

育

所

等

訪

問

支

援

日

中

一

時

支

援

移

動

支

援

特

定

相

談

支

援

障

害

児

相

談

支

援

地

域

移

行

支

援

地

域

定

着

支

援

1 るり こ う 園 土山 ● ● ● ●

2 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンみなく ち 水口

3 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンこ う か 甲賀

4 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンこ う なん 甲南

5 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンし がらき 信楽

6 甲賀市社協　 ヘルパーステーショ ンつちやま 土山

7 ヘルプネッ ト 「 らいふ・ かれっじ 」 水口 ●

8 訪問介護事業所　 花こころ 水口

9 訪問介護ほほえみ 甲賀

10 エーデルつちやま 土山

11 はとがひらデイサービスセンタ ー 水口

12 障がい者支援施設　 信楽青年寮　 し ん 信楽

13 障がい者支援施設　 信楽青年寮　 ら く 信楽

14 し ろやまコ ミ ュニティ ハウス 水口 ●

15 独立行政法人国立病院機構紫香楽病院 信楽

16 滋賀県立信楽学園 信楽

17 さ わらび作業所 水口 ●

18 第二さ わらび作業所 水口

19 サニーサイド 水口 ●

20 ワークショ ッ プ水口 水口 ●

21 ここねっと ふれあい農園 水口 ●

22 障がい者通所施設　 かがやき 水口

23 つちやま福祉作業所 土山 ●

24 やまなみ工房 甲南 ● ●

25 ゆとり あ 甲南 ●

26 コッ カラ 甲南 ●

27 甲賀福祉作業所 甲賀 ●

28 働き教育センタ ー甲賀 甲南 ●

29 ワークセンタ ー紫香楽 信楽 ● ●

30 信楽く るみ作業所 信楽 ●

31 アイ・ コラボレーショ ンし がらき 信楽 ●

32 ウェ ルメ ント 水口 水口 ●

33 ウェ ルメ ント 水口２ 水口 ●

34 ウェ ルメ ント 水口３ 水口 ●

35 福祉事業所　 春の日 水口 ●

36 共働事業所けいかん 水口 ● ●

37 サンタ ローザホーム 水口

38 むく の木ホーム 水口

39 ライフクリ エイト なさ か 水口

40 はなみずきホーム 信楽

41 やまつつじ ホーム 信楽

42 Ｃ ＯＴ Ｔ ＯＮ ハウス 信楽

43 Ｔ Ａ ＭＢ Ｏ 　 Ｓ Ｉ Ｄ Ｅ 信楽

44 あおぞら 信楽

45 あたご荘 信楽

46 浦白荘 信楽

47 北山荘 信楽
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※1～88 は障害福祉サービス等提供事業所、 89は障がい者雇用・ 生活支援センター 

90・ 91 は滋賀型地域活動支援センター運営事業所、 92は権利擁護支援センター 
 

※37～71の共同生活援助事業所には休止中の事業所も含んでいます。  
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介
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児
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児
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援
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護

生

活

介
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自
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練
（

機

能

訓

練
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自
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訓

練
（

生

活

訓

練
）

48 テルホーム 信楽 ●

49 フォレスト 信楽 ●

50 ユーハイツ梅園櫻 信楽 ●

51 綿花菓子 信楽 ●

52 和楽 信楽 ●

53 自立支援ホーム　 桜生 水口 ●

54 いちごジャム 水口 ●

55 けやきホーム 甲南 ●

56 こぶしホーム 水口 ●

57 さ く らホーム 水口 ●

58 ポプラホーム 水口 ●

59 宿り木 水口 ●

60 サニーズホーム 水口 ●

61 グループホームフルハウス 甲南 ●

62 グループホームかずみハウス 甲南 ●

63 グループホーム春の日 水口 ●

64 精神障害者グループホームかわせみ 水口 ●

65 グループホームしろやま 水口 ●

66 Ｈ Ａ Ｌ Ｕ 信楽 ● ●

67 かえでホーム 水口 ● ●

68 城山壮 信楽 ●

69 ふく やまＨＯＭＥ 信楽 ●

70 緑の家 信楽 ●

71 メ ゾンもとみ 信楽 ●

72 甲賀市児童発達支援センター　 つみき 甲南

73 放課後等デイサービスてんてん 水口

74 甲賀地域福祉事業所　 放課後等デイサービスてんてんしがらき 信楽

75 児童デイサービスすまいる 水口

76 児童デイサービスはっぴぃ 甲南

77 児童デイサービスLuana 水口

78 にじいろクラブ 水口

79 さんま 水口

80 放課後等デイサービスきらっと 水口

81 地域生活支援センターしろやま 水口

82 しがらき地域生活支援センター「 う ろむろ」 信楽

83 相談支援センターろーぶ 水口

84 甲賀市社会福祉協議会相談支援事業所 水口

85 甲賀市児童相談支援事業所　 ばとん 甲南

86 相談支援事業所　 つく しんぼ 水口

87 特定相談支援事業所　 あゆあん 水口

88 相談支援事業所　 はれるや 信楽

89 障がい者雇用・ 生活支援センター甲賀（ 甲賀地域働き・ 暮らし応援センター） 水口

90 青少年支援ハウス　 輝 土山

91 青少年自立支援ホーム　 一歩 甲南

92 甲賀・ 湖南権利擁護支援センター 甲南
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援

48 テルホーム 信楽

49 フォレスト 信楽

50 ユーハイツ梅園櫻 信楽

51 綿花菓子 信楽

52 和楽 信楽

53 自立支援ホーム　 桜生 水口

54 いちごジャム 水口

55 けやきホーム 甲南

56 こぶし ホーム 水口

57 さ く らホーム 水口

58 ポプラホーム 水口

59 宿り 木 水口

60 サニーズホーム 水口

61 グループホームフルハウス 甲南

62 グループホームかずみハウス 甲南

63 グループホーム春の日 水口

64 精神障害者グループホームかわせみ 水口

65 グループホームし ろやま 水口

66 Ｈ Ａ Ｌ Ｕ 信楽

67 かえでホーム 水口

68 城山壮 信楽

69 ふく やまＨ ＯＭＥ 信楽

70 緑の家 信楽

71 メ ゾンもと み 信楽

72 甲賀市児童発達支援センタ ー　 つみき 甲南 ● ●

73 放課後等デイサービスてんてん 水口 ● ●

74 甲賀地域福祉事業所　 放課後等デイサービスてんてんし がらき 信楽 ●

75 児童デイサービスすまいる 水口 ●

76 児童デイサービスはっぴぃ 甲南 ●

77 児童デイサービスLuana 水口 ●

78 にじ いろクラブ 水口 ●

79 さ んま 水口 ● ●

80 放課後等デイサービスきらっと 水口 ●

81 地域生活支援センタ ーし ろやま 水口 ● ●

82 し がらき地域生活支援センタ ー「 う ろむろ」 信楽 ● ● ● ●

83 相談支援センタ ーろーぶ 水口 ● ● ● ●

84 甲賀市社会福祉協議会相談支援事業所 水口 ●

85 甲賀市児童相談支援事業所　 ばと ん 甲南 ● ●

86 相談支援事業所　 つく し んぼ 水口 ●

87 特定相談支援事業所　 あゆあん 水口 ● ●

88 相談支援事業所　 はれるや 信楽 ● ●

89 障がい者雇用・ 生活支援センタ ー甲賀（ 甲賀地域働き・ 暮らし 応援センタ ー） 水口

90 青少年支援ハウス　 輝 土山

91 青少年自立支援ホーム　 一歩 甲南

92 甲賀・ 湖南権利擁護支援センタ ー 甲南
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甲賀市健康福祉部障がい福祉課 
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ホームページ： ht t p: / / www. ci t y. koka. l g. j p/ 

mailto:koka10253800@city.koka.lg.jp
http://www.city.koka.lg.jp

